
1.事業者概要(全社共通)

2.事業所概要

所在地

交通の便

1290900479
千葉県船橋市行田町77番

電話／FAX番号 (電話)047-401-7461／(FAX)047-401-7462
	東武アーバンパークライン「塚田」駅西口より徒歩8分。
土地建物共賃貸借
構造:軽量鉄骨造2階建 延床面積:491.48㎡
居室　18室(全室個室)　9名×2ユニット
　　(1階<みもざ壱番館>9名　2階<みもざ弐番館>9名)
個室　12.25～12.62㎡

居室の概要

敷地概要(権利関係)
建物概要(権利関係)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 重要事項説明書

開設年月日
事業所の責任者

事業所の運営方針

事業所の目的
事業所名 ミモザ船橋

要支援2または要介護者であって認知症のある者について、共
同生活住居において家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事
等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うこ
とにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生
活を営むことができるよう支援することを目的とします。
スタッフは豊かな感受性をもって、心あたたまるケアを提供
します(ミモザの花言葉には、豊かな感受性と心あたたまる、
という意味があります。)。
管理者　大場　敬士
2012年6月1日

作成日:2025年12月24日

ミモザ株式会社

株式会社

代表取締役　清水　亨
東京都品川区南品川二丁目2番5号

80,000千円(2024年3月31日現在)

高齢者の幸せな暮らしに貢献する。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、宮城県、栃木
県、福島県において下記の12事業を営んでいる。
・(介護予防)特定施設入居者生活介護事業
・地域密着型特定施設入居者生活介護事業
・通所介護事業
・地域密着型通所介護事業
・(介護予防)認知症対応型通所介護事業
・第一号通所事業
・訪問介護事業
・第一号訪問事業
・居宅介護支援事業
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業
・看護小規模多機能型居宅介護事業
・(介護予防)短期入所生活介護事業
サービス付き高齢者向け住宅事業

事業者名

法人の種類

代表者名
所在地

資本金(出捐金)

法人の理念

他の介護保険以外の事業

他の介護保険関連の事業

介護保険事業所指定番号
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3.職員体制(主たる職員)

※

4.勤務体制

5.利用状況

6.事業所利用にあたっての留意事項

・

・
・
・

・

緊急対応方法

厚生労働省の定める基準を遵守しております。
例えば1ユニットにご利用者が8人いる場合、8時間×3人=延べ
24時間分のサービス提供が行えるようにします(月または4週
の平均の常勤換算による方法)。

日中生活時間帯
(6:00～22:00)

　
夜間及び深夜の時間帯
(22:00～翌6:00)

厚生労働省の定める基準を遵守し、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供
する職員として、上記の職種の職員を配置しています。

計画作成担当者 1人 1人

介護従業者
(他職種兼務者含む)

(内、介護従業者兼務) (0人)

6人 8人 ご利用者の介護や入浴・排泄・食事等
生活全般にかかる援助を行う。

(内、介護支援専門員保有) (0人) (1人)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

　

職務内容常勤 非常勤

損害賠償責任保険加入先

防犯防災設備
避難設備等の概要

(内、介護従業者兼務) (1人) (1人)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護
計画の作成にかかる業務を行う。

(0人)

【1階】トイレ(3か所)、洗面所(2か所)、台所(1か所)、浴室
(機械浴)、脱衣室、リビング
【2階】トイレ(3か所)、洗面所(2か所)、台所(1か所)、浴室
(一般浴)、脱衣室、リビング、エレベーター(1か所)
スタッフコール設置(居室、トイレ、浴室)、24時間介護職員
配置
自動火災報知機設備、スプリンクラー設備、消防との直通電
話、各階から避難のための設備、消火器、玄関(オートロッ

介護従業者および業務の管理を行う。管理者 1人

職種
職員(人)

共用施設の概要

(内、計画作成担当者兼務)

面会時間は、原則10時～17時とします。来訪者は、面会の都度職員に届け出てくださ
い。来訪者名簿への記入もお願いします。
外出は原則自由とします(外出時はどなたか付き添いをお願いします。)。
外泊は原則自由とします(事業所所定の様式にて事前に届出が必要となります。)。

定員 ユニット数2(定員9人/1ユニット)　総定員18人
1階：9人
2階：9人

利用状況

ご利用者が貴重品、高額品等を事業所内に持ち込むことをご遠慮頂いております。持
ち込んだ貴重品、高額品等が紛失した場合は、事業所では責任を負いかねます。

厚生労働省の定める基準を遵守しております。
時間帯を通じて1人以上を配置します。

日常生活上必要な実費(医療費、通院費、趣味嗜好品、理美容費等)は事業所にていっ
たん立替払いを行い、翌月の利用料等の請求書にてその使途をご報告、請求させてい
ただきます。
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・

・
・

・

・

・

・

・

7.サービスおよび利用料等

7-1.介護保険給付の対象となるサービス及び料金

7-2.保険の対象とはならない費用

保険の対象とはならない費用は本重要事項説明書の添付書類の通りです。

8.協力医療機関等

9.苦情相談窓口並びに苦情処理の体制及び手続き

所在地

寒竹ファミリー歯科デンタルサポート
歯科

　
社会福祉法人聖進会　特別養護老人ホーム　さわやか苑

千葉県国民健康保険団体連合会
(電話)043-254-7428　平日8:30～17:15

事業所苦情相談窓口
本社苦情相談窓口

大場　敬士　(電話)047-401-7461　9:00～17:00
お客様相談室　(電話)03-6712-8110　9:00～17:00

外部苦情申立て機関

厚生労働省が定める運営基準により身体拘束その他利用者の行動を制限することは原
則禁止されています。ただし利用者または他の利用者等の生命または身体を保護する
ため、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。しかし、その場合も速やか
な解除に努めるとともに、理由を連帯保証人またはご家族に報告します。

食事・排泄・入浴(清拭)・着替えの介助等の日常生活上の世話、日常生活の中での機能訓
練、健康管理、相談・援助等となります。料金は本重要事項説明書の添付書類の通りで
す。なお住所変更により、利用者の住所が事業所の所在する市区町村でなくなった場合
は、介護保険給付サービスは利用できなくなることがあります(事前に事業所にご相談く

診療科目
所在地

　苦情相談窓口は下記の通りとなります。事業所苦情相談窓口又は本社苦情相談窓口の担当
者が苦情を受けた場合、当該苦情に関する情報収集を行い、必要に応じて関係者と協議を行
います。その結果、対応策の実施が必要となった場合には、速やかに実施します。

千葉県船橋市米ヶ埼町691番地1
　

機関名
サービス名

機関名
診療科目
所在地

介護老人福祉施設

千葉県船橋市本町7-1-1東武百貨店船橋店7階

機関名 医療法人社団千葉白報会 在宅クリニック ドクターランド船橋
内科、精神科、皮膚科、眼科
千葉県船橋市山手1-1-8-101イオンモール船橋1階
　

火気厳禁につき、ライター等をお持ちでしたら、スタッフにてお預かりさせていただ
きます。
居室内にはベッドおよびカーテンを備え付けております。ご利用者の使い慣れたもの
や、馴染みの家具・備品をお持ち込みいただくことも可能です。できる限り対応いた
しますので、ご相談下さい。
医療機関への通院については、入居前にご相談させていただきます。スタッフも協力
させて頂きますが、勤務体制上、難しいこともありますのでご了承ください。
入居前にかかっていたかかりつけ医に通院される場合は、ご家族の方の付き添いをお
願いします。
ご利用者の過失にて居室を著しく破損・汚損した場合は修復に要する費用をご利用者
側にてご負担願います。

ペットの持ち込みは禁止します。

事業所の敷地内では、入居者による喫煙は原則遠慮していただいております。
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10.提供するサービスの第三者評価の実施状況

11.研修

①

②

12.緊急時における対応

・

13.事故発生時における対応

・

・

・ 事業者は、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を行います。

14.秘密保持と個人情報の保護

・

①

②

・

①

②

③

15.身体拘束等の適正化

・

・
①

利用者または第三者の生命・身体・健康・財産に危険がある場合。

利用者のあらかじめの書面による同意がある場合。

その他利用者等の個人情報を開示する正当な理由がある場合。

経験に応じた研修　　　随時

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市区町村、当該利用者
の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
事業者は、事故の状況および事故の際に採った処置について記録をします。

採用時研修　　　　　　採用後2か月以内

船橋市役所福祉サービス部介護保険課
(電話)047-436-2302

外部苦情申立て機関

なし
　
　

　事業者は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けます。また業務の執
行体制についても検証・整備します。

事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の症状の急変、その他緊急事態
が生じたときは、速やかに主治医または事業者の定めた協力医療機関に連絡する等の
措置を講じます。また主治医または事業者の定めた協力医療機関への連絡が困難であ
る場合には、救急搬送等の必要な措置を講じます。

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著し
く高いこと。

切迫性
上記の身体拘束を行うのは、以下の3つの要件をすべて満たしている場合に限ります。

事業者は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただ
し利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合
に限り、身体拘束を行う場合があります。

事業者は、利用者およびその家族等(以下、「利用者等」といいます。)の秘密保持と
個人情報の保護について、次の事項を遵守します。

業務上で知り得た利用者等に関する秘密や個人情報を、具体的な方法を定めて保護
します。
秘密保持については、(介護予防)認知症対応型共同生活介護利用契約の履行中だけ
でなく、当該契約終了後も遵守します。

事業者は、法令に基づく必要な措置をとるために、以下の場合に利用者等の個人情報
を関係者等に開示することがあります。

　

実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称
評価結果の開示状況

実施の有無
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②

③

・

・

・

・

16.虐待の防止

・

・

・

・

重要事項説明書の添付書類

〇 介護保険の基本報酬

〇 介護保険の加算報酬

〇 算定している各種加算の説明

〇 保険の対象とはならない費用一覧

(以下余白)

事業者は上記の取り組みを適正に行うために、身体的拘束等の適正化のための指針を
整備します。
事業者は、上記の取り組みを適正に行うために、年2回および入社時に身体的拘束等の
適正化のための研修を行います。

事業者は、身体的拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとします。しかし、その場合も速
やかな解除に努めるとともに、理由を利用者本人に説明し、理由および一連の経過を
ご家族等に報告します。
事業者は、上記の取り組みを適正に行うために、身体的拘束等の適正化のための対策
を検討する委員会を3月に1回以上開催し、その結果について、介護従業者その他の従
業者に周知します。

身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

非代替性

身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
一時性

事業者は、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果に
ついて、介護従業者その他の従業者に周知します。
事業者は、上記の取り組みを適正に行うために、虐待の防止のための指針を整備しま
す。
事業者は、上記の取り組みを適正に行うために、年2回および入社時に虐待の防止のた
めの研修を行います。
事業者は、上記の取り組みを適正に行うために、虐待の防止のための担当者を配置し
ます。
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(事業者)

事業所名

事業所所在地

説明日 年 月 日

説明者名

(利用者)

住所

氏名

(署名代行者(利用者の署名を代筆した場合))

住所※1

氏名 (本人との関係: )

※1　住所は、利用者本人と同じ場合は記入を省略できます。その場合は、住所欄に「本人と同じ」とご記入ください。

(家族の代表または利用者代理人(代理人がいる場合))

住所※1

氏名 (本人との関係: )

※1　住所は、利用者本人と同じ場合は記入を省略できます。その場合は、住所欄に「本人と同じ」とご記入ください。

(連帯保証人)

住所※1

氏名 (本人との関係: )

※1　住所は、利用者本人と同じ場合は記入を省略できます。その場合は、住所欄に「本人と同じ」とご記入ください。

利用者は、心身の状況等により署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認の上、私が
利用者に代わって、その署名を代筆しました。

当事業者は重要事項説明書に基づいて、(介護予防)認知症対応型共同生活介護のサービス
内容および重要事項の説明をしました。

ミモザ船橋

千葉県船橋市行田町77番

私は本書面の交付と説明を受け、重要事項説明書及びその添付書類の内容に同意いたしま
す。

6



①地域単価

②基本料金(1日当たり)

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

※

※

※

1,588 2,381
要支援2 749 790 1,579 2,369

単位数 自己負担(1割)

要介護1 753 794

自己負担(2割) 自己負担(3割)

地域 船橋市(4級地)
地域単価 10.54円

要介護2 788 831 1,661 2,492

1,746 2,619
要介護3 812 856 1,712 2,568

入院および一時帰宅中は基本料金を請求しません。ただし、入院後3か月以内に明らか
に退院することが見込まれる場合、利用者入院期間中の体制に係る所定単位数を請求
します。当該請求に関しては加算報酬を参照してください。

介護保険の基本報酬(2024年4月1日以降)

(以下余白)

上記料金は、厚生労働省の報酬告示(2024年4月施行)に基づき定められた料金です。改
正になった場合には当該改正に従い変更させていただきます。

料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合
があります。

【自己負担額算出方法】
地域単価×単位数＝①円(利用料金(10割)。1円未満切捨て。)
①×保険給付(9割、8割又は7割)＝②円(1円未満切捨て。)
①‐②＝③円(③が各々の負担割合に応じた自己負担額)

要介護5 845 891 1,782 2,672
要介護4 828 873

備考



①地域単価

②各種加算

円 円 円
円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

※

※

※

30日分まで

備考

144 152 304 456

介護保険の加算報酬(2025年12月1日以降)

地域 船橋市(4級地)
地域単価 10.54円

加算の名称 単位数
自己負担

(1割) (2割) (3割)

5 6 11 16
250 264

医療連携体制加算(I)ハ 37 39 78 117

口腔衛生管理体制加算 30 32 64 95

協力医療機関連携加算、医療連携体制加算と看取り加算は要介護者のみです。

(以下余白)

【自己負担額算出方法】
地域単価×単位数＝①円(利用料金(10割)。1円未満切捨て。)
①×保険給付(9割、8割又は7割)＝②円(1円未満切捨て。)
①‐②＝③円(③が各々の負担割合に応じた自己負担額)

上記料金は、厚生労働省の報酬告示(2024年6月施行)に基づき定められた料金です。改
正になった場合には当該改正に従い変更させていただきます。
料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合
があります。

サービス提供体制強化加算(I) 22 24 47 70
介護職員等処遇改善加算(I) 1か月に利用したサービスの総単位数に対して加算(18.6％)

月単位

若年性認知症利用者受入加算 120 127 253 380

看
取
り
介
護
加
算

死亡日以前
31日以上45日以下

72 76 152 228

死亡月に
請求

死亡日以前
4日以上30日以下
死亡日の前日
及び前々日

680 717 1,434 2,151

死亡日 1280 1,350 2,699 4,048

入院期間中の体制 246 260 519 778 6日/月まで

協力医療機関連携加算(I) 100 106 211 317 月単位
初期加算 30 32 64 95

医療連携体制加算(II)
退居時情報提供加算 527 791

退去時1回退居時相談援助加算 400 422 844 1,265



退居時情報提供加算

利用者が退去し、医療機関に入院する場合において、当該
医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者
の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用
者の紹介を行った場合

退居時相談援助加算
利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅におい
て居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合に
おいて、利用者等に対して相談援助を行った場合
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護
職員に技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合

口腔衛生管理体制加算

次のいずれも満たす場合に算定する加算です。
〇利用者の症状が急変した場合等において医師又は看護職
員が相談対応を行う体制を確保している協力医療機関を定
めている
〇事業者から診察の求めがあった場合において診察を行う
体制を、常時確保している協力医療機関を定めている
〇協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用
者の病歴等の情報を共有する会議を概ね月1回以上開催し
ている

協力医療機関連携加算(I)

医療連携体制加算(I)ハ

〇入居時に事業所の重度化指針の内容の説明を受け、利用
者による同意を得ている
〇24時間連絡できる体制を確保している
〇事業所の職員として、又は病院、診療所若しくは訪問看
護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保
し、当該者による日常的な健康管理を行っている

医療連携体制加算(II)
〇医療連携体制加算(I)イ～ハのいずれかを算定している
〇前3月間に医療ニーズを有する利用者の利用実績がある
場合

介護保険での各種加算の説明(2025年12月1日以降)

加算の名称 加算の説明

初期加算
入居日から30日間(30日を超える入院の後に再び入居した
場合も同様)

若年性認知症利用者受入加算 65歳の誕生日の前々日までにご利用されたとき

入院期間中の体制

次のいずれも満たす場合に1月に6日を限度として所定単位
数に代えて算定する加算です。
〇利用者が病院又は診療所への入院を要した場合で、3月
以内に退院が見込まれることを入院先の病院又は診療所に
確認を行った場合
〇利用者及びその家族に対して必要に応じて適切な便宜を
図っている場合
〇やむを得ない事情がある場合を除き、退院後円滑に再入
居できる体制を確保していることについて説明を行った場

看取り介護加算

〇入居時に事業所の看取り指針の内容の説明を受け、利用
者による同意を得たこと
〇医療連携体制加算を算定していること
〇医師が回復の見込みないと診断し、利用者の同意を得て
看取り介護を行ったこと



介護保険での各種加算の説明(2025年12月1日以降)

加算の名称 加算の説明

介護職員等処遇改善加算(I)

介護福祉士の配置等要件、職場環境の改善、賃金体系等の
整備、研修の実施、資格や勤務年数等に応じた昇給の仕組
みの整備、職場環境のさらなる改善及び見える化等を通じ
て介護職員の基本的な待遇改善・ベースアップ等のための

サービス提供体制強化加算(I)
前年度における職員体制による加算(介護福祉士の比率が
70%以上または勤続10年以上介護福祉士の比率25%以上のい
ずれかを満たすこと)

新興感染症等施設療養費

利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合
に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、
かつ、当該感染症に感染した理米須屋に対して適切な感染
対策を行ったうえで、介護を提供した場合(月1回、連続5
日を限度)



※

※

※

保険の対象とはならない費用一覧(2022年10月1日以降)

(以下余白)

名称 内容 備考

敷金
150,000円
ご退居時に清算し返却いたします。

家賃 75,000円/月

利用契約書第
28条

食材料費

朝食:350円
昼食:450円
おやつ：100円
夕食:600円
1日当たり1,500円
30日当たり45,000円

キャンセルは
3日前まで

水道・光熱費

生活保護受給者の料金
生活保護受給者については利用料の一部を減免し、生活保護基準に料金を引き下げます。
差額分は事業者負担とします。
当該料金は事業所より、該当者のみに、本一覧とは別に書面により提示いたします。

入院及び一時帰宅中において、食材料費は請求しません。

月途中の入居・退居の場合の月払いの費用(家賃、水道・光熱費、管理費)は、日割り計算
となります。日割り計算は各費用ごとに1か月を30日として1日当たりの料金を計算(1円未
満は切り捨てます。)することとし、それに月の利用日数を乗じた額が当該月の各費用と
なります。

25,000円/月

個人使用の費用

個人で使用した費用は自己負担となります(医療
費、協力医療機関以外への通院費(タクシー代等
の交通費、駐車場代)、趣味嗜好品、理美容費、
利用者希望により購入した日用品費、おむつ
代)。
当該費用はいったん事業所側で立替えを行い、翌
月の利用料等の請求書にてその使途を報告、請求


